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は じ め に
人の五感は極めて有効な計測システムである。人は，見

る，聞く，嗅ぐ，触る，味わう，など周囲の状況を測定

し，その行動を決めている。人は誕生して以来，いろいろ

な学習を積み重ね，五感をフルに利用してその生存という

目的を達している。しかし，一部の例外を除いて人間の五

感による測定は誤差が大きいといわれている。測定システ

ムとしては問題があるが，生存という目的が達成されてい

る限り，人間は極めてパフォーマンスのいい計測システム

であるといえる1）。

しかし，人が 1人で生きていくにはそれでもよいが，複

数の人間で構成されている社会の中で活動しようとする

と，何らかの客観性が必要になる。測定される対象を定量

的に表すという行為が必要である。歴史的にも，“はかる”

という言葉に対して，測る，量る，計るなどのいろいろな

意味を持たせ，その多様性を表現してきた。同音異義語の

多さは，“はかる”という行為が生活に密着してきたことを

表している。“測る”は一般的な測定に，“量る”は体積や質

量などの測定に，“計る”は数や時間の測定に使われてき

た。また，“度・量・衡”という言葉は，それぞれ，長さや

容積や重さを尺や枡（ます）や秤（はかり）を用いて測定する

ことを意味している。これらの量の表現は，もともと税金

の徴収にかかわってきたことと密接に関係があるといわれ

ており，歴史的社会的に重要なものであるという認識が持

たれてきたことを表している。

現在では，知識の獲得，取引・証明，生産活動などの目

的で，いろいろな量を測ることが必要になっている。そこ

では，測定された量の表現に対して，客観性，共通性，一

貫性が要求されており，共通の尺度の存在が重要になって

いる。それを確保するための概念として，測定のトレーサ

ビリティ，測定の不確かさの表記が要求されている。

本稿では，このような測定，計測に関する基礎的な問題

と現状の紹介を行うことにする。

1．測定と計測
一般に使われる用語として，測定，計測，計量などが使

われているが，その違いについて紹介する。手がかりは，

JIS Z 8103 計測用語2）である。そのなかでは，

測定は“ある量を，基準として用いる量と比較し数値又

は符号を用いて表すこと”

計測は，“特定の目的をもって，事物を量的にとらえるた

めの方法・手段を考究し，実施し，その結果を用い所期の目

的を達成させること”，さらに，

計量は“公的に取り決めた測定標準を基礎とする計測”と

定義されている。

計測は，ある目的を達成するために対象量を定量化する

方法を考え，実施し，活用するという一連の行動であり，

目的指向の行動である。一方，測定は，対象量を定量化す

るという作業的な活動であり，計測の中核をなすものであ

る。例えば，ある地域の環境悪化の状況をみるためにどの

ような特性を測るか，また，どのような地点で測定してそ

の地域の環境悪化を評価するかは計測の問題であり，CO2

など測定する特性が決まって，実際にある地点で測る作業

は測定の問題である。

しかし，一般には，計測，測定の区別はあまり意識され

ていないのが現実であり，筆者も無意識に区別せず使って

いることもある。また，計量は，計量法に基づく計測のよ

うに，計測の公的な側面を強調したものであるが，公害関

連の法律などでは計量はあまり使われていないようであ

り，計量法関連に限定されているようである。

英語の場合，測定に“measurement”を，計測には“instru-

mentation”を対応させているが，工業的にはともかく，必

ずしも対応関係はよくないように思われる。また，“metrol-

ogy”を“計量学”と訳しているが，英語も日本語もそれほ

どポピュラーな用語ではない。
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測定は，「計る」「測る」「量る」といろいろに表現され

ており生活に密着した行為であるが，社会・生活の中

では普遍性を確保することが，重要である。測定の結

果が普遍的であるためには，数値化のための尺度と単

位の共通化が必要である。またその信頼性確保のため

には，基準となる計量標準とその国家標準へのトレー

サビリティが重要であり，計測誤差の代りに，測定値

のあいまいさを表現した「不確かさ」が使われている。

さらに，校正機関の認定と併せて計量標準の国際的な

ネットワークが組まれようとしている。
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2．測定の結果の表現 数値と単位
測定においては，測定したい量（測定量という）を数値で

表すことが本質的である。測定の結果は，数値とその単位

を併記して報告される。数値は，測定量が単位とする量の

何倍であるかの“量の大きさ”を，単位は，その数値がどの

ような測定量を測定したものであるかの“量の種類”を表し

ている。

定量化には，尺度（スケール）が必要である。尺度の種類

には，比例尺度，間隔尺度，順序尺度，名義尺度がある。

長さや質量など比例尺度の場合には，ゼロ点と単位量が

規定されており，ゼロ点からの距離と量の大きさとの比例

関係を基にして，倍量，分量が可能である。それによって

ものさし（尺度）をつくることができる。それに対し，間隔

尺度では，ゼロ点からの距離に意味はなく，基準となるあ

る測定量の点からの差に意味を持たせている。間隔尺度の

代表例は，セルシウス温度であり，水の氷点と沸点の間を

100 等分することによって，セルシウス温度の尺度がつく

られている。それに対して，熱力学的温度は物理的な絶対

ゼロ点（－273．15℃）と単位量を 1℃＝1 Kとして定義され

た比例尺度である。例えば，圧力一定の条件での気体体積

は，熱力学的温度に比例するが，セルシウス温度には比例

しない。比例尺度は，加法性が成り立っているので，数学

的にも，物理的にも扱いが容易であり，測定の尺度として

は一般的なものである。間隔尺度は，測定量の差に意味が

あるため，差の加法性は成り立つが，測定量の数値そのも

のでの加法性は成り立たない。

順序尺度は，量の大きさを順番に並べたものであり，名

義尺度は単にカテゴリーで分類した尺度である。いずれも

基準が与えられ，それとの直接比較で尺度化される。例え

ば，順序尺度にはモース硬さなどが挙げられている。ま

た，おいしさを評点付けして 5段階に分けた場合の尺度も

順序尺度の一つである。おいしいもの，まずいものという

のは名義尺度である。しかし，おいしさは人によってその

基準が違い客観性がないから順序尺度ではないという考え

方もある。Aさんがおいしさに段階を付けたものという

名義尺度の一つであるという考え方である。比例尺度，間

隔尺度は物理的に単位量が意味を持っているが，順序尺

度，名義尺度では，たとえ数値をそれに対応させたとして

も，物理的な意味，数値自身の意味はあまりなく数学的な

扱いは難しい。また，心理量や価値観が伴うものの場合，

客観的な尺度をつくることは難しい。さらに，多くの変数

を属性として持つ対象を一つの軸で定量的に表現する方法

として，マハラノビスの距離，MTS（マハラノビス・タグ

チ・システム）などの方法3）がある。

物理量の場合，尺度の実現は計測器によってなされる。

長さにおいて，“物差し”は連続的な量の尺度の実現になっ

ており，“ブロックゲージ”は離散的な量の尺度の実現であ

る。質量において，“はかり”は連続的な量の尺度の実現に

なっており，“分銅”は離散的な量の尺度の実現である。一

般に，連続的な量の尺度を実現し，連続的な量の測定がで

きる計測器が“計器”であり，離散的な量の尺度を実現し，

離散的に量を実現している計測器が“実量器”である。現実

には，はかりと分銅のように，計器と実量器が組み合わさ

れて，正確な測定が可能になるようなシステムが一般的に

とられている。

測定値には，必ず“単位”を伴う。単位は測定値がどのよ

うな測定量であるかを表す。今世界で各技術分野共通に使

われている単位系は，表�1の SI 国際単位系である。
SI 国際単位系4）は，量の種類を表す SI 単位と，数値の

桁数を表す接頭語あるいは 10 のべき乗で構成され，これ

によってシンプルな形での測定値の表現が可能になる。単

位のなかで，基本単位の選び方には理論体系によって任意

性があり，例えばCGS単位系は三つの基本量 cm，g，s

に基づく三元単位系，MKSA単位系はm，kg，s，Aの

四元単位系であるが，SI 単位では表�2の七つの基本単位
が，さらに，補助単位として，平面角（ラジアン）と立体角

（ステラジアン）が規定されている。

基本単位系の組合せで，各種の量の単位を表現すること

が可能であるが，簡単のため，固有の名称を持つ SI 単位

として，19 の組立単位が決められている。例えば，力の

単位であるニュートン（N）はm・kg・s－1 であり，圧力のパ

スカル（Pa）はN／m2 またはm－1・kg・s－1 である。また，量

記号はイタリックで，単位は立体で表記するなどの約束

も，そのなかにある。このような表記法は一つの約束事で

表�1 SI 国際単位系 表�2 SI 基本単位

量 名称 記号

長 さ メートル m

質 量 キログラム kg

時 間 秒 s

電 流 アンペア A

熱力学的温度 ケルビン K

物 質 量 モル mol

光 度 カンデラ cd

基本単位（7個）

補助単位（2個）SI 単位

組立単位 固有の名称を持つ（19 個）

その他SI

接頭語

SI 単位の 10 の整数乗倍
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あり，それを守ることによって間違いのないコミュニケー

ションを図ることが目的である。詳細については，参考文

献や学会の SI ガイド5）を参照していただきたい。

もともと，測定は生活に根ざしたものであって，昔から

の単位系である尺貫法やヤード・ポンド系などは，その国

の文化や生活と切り離せない根拠を持っている。1尺は時

代によって差があるが，ほぼ 30．30 cmであり，1フィー

トが 30．48 cmというように，人間の一歩の歩幅に近い値

になっている。1坪は人間 1人の生活空間であり，1石は

人を雇うことのできる米の量に相当している。しかし，生

活に身近な昔からの単位は，逆に，メートル尺・曲尺（カ

ネジャク）・鯨尺のように，同じ尺という名称であっても

地域や時代，適用分野による微妙な差を生んでいる。

一方，フランス革命直後にタレーランにより提唱された

メートル法が SI 国際単位系の基礎になっている。そのな

かで，1メートルは地球の緯線の長さ（実際にはフランス

のカレーからマルセイユの距離の測定に基づいて決められ

た。）から決められており，また，1 kg は，水の密度が一

番大きいときの 1 l の水の質量から決められている。この

ように，メートル法による単位は必ずしも生活実感に基づ

いたものではないが，一般性は持っている。最初はメート

ル原器やキログラム原器のような人工物でその量の単位量

が実現されていたが，より一般的，客観的に，どこの国や

地域でも同じように実現できるように，物理現象量子現象

に基づいて単位量が決められるように発展してきている。

例えば，現在，長さの単位メートルの定義は光の速度を基

にした定義となっている。唯一，器物（キログラム原器）に

より定義されている質量も，いずれ力や原子の数などを基

にした定義に変えられることになるであろう。このような

量の定義とその実現の変更は，測定の客観性と高精度化の

要求に基づくものである。

3．計測標準とトレーサビリティ
測定では，定量化のために，測定量と尺度を比較して，

測定量に対応する数値を求めることが行われる。測定量は

ある特定の点ではないため，実量器ではなく，計器を用い

るのが一般的である。例えば，質量の場合，量の比較器と

して天びんが用いられる。薬用の上皿天びんのように，あ

る決められた量を量りとるために天びんを使うときには，

少数の分銅で十分であるが，尺度としては大から小まで多

くのものを揃えた組分銅が必要である。一般に，対象とな

る質量を測定するためには，竿ばかりや直示天びんを用い

るように，連続的な尺度を持つ計器を用いるのが普通であ

る。

実際の測定システムでは，図�1のような形で，測定対
象量を何らかのセンサ（一次変換器）を用いて感知し，処理

しやすい信号を取り出し，その信号の大きさを処理し，人

間にわかりやすい表示を行うことによって，測定が行われ

る。

計測器が正しく動いて，測定量をきちんと測定している

ことを確認するために，校正が行われる。校正とは“計器

又は測定系の示す値，若しくは実量器又は標準物質の表す

値と，標準によって実現される値との間の関係を確定する

一連の作業。［備考］校正には，計器を調整して誤差を修正

することは含まない”と定義2）されている。値のわかった測

定物（計測標準という）を測定して，測定システムが示す値

が正しい値を示すかどうかを確認する行為である。また，

測定システムが示す値に“ずれ”が生じていれば，それを補

正あるいは修正すれば，より正確な測定が可能になる。校

正では，上の備考が述べているように，修正までは含んで

おらず，“ずれ”を知るところまでとしている。

そのような“ずれ”は，ある場合には器差と呼ばれている

が，修正しない場合にはそのまま“誤差”になる。測定に要

求される精度がそれほど高くない場合には，誤差がある程

度より小さければ，そのまま使っても実際上問題はないこ

とがある。しかし，高精度の測定をするためには，誤差あ

るいは器差の修正が不可欠になる。その選択は，その測定

システムを用いる測定者が行うものであり，校正サービス

を提供する校正機関が決める問題ではない。どのような測

定者の要求にもこたえられるように，校正結果を提供する

のが校正機関の役割である。より正確な校正結果を提供す

るためには，より正確な計量標準による校正ができること

が必要である。

より正確な校正を確保するための仕組みが，トレーサビ

リティ制度である。より正確な計測標準との比較を行う校

正を連鎖的に繰り返して，最終的に，国家標準あるいは国

際標準にたどり着くことができるとき，その測定システム

により得られる測定値はトレーサビリティがとれていると

いう。それを保証するために，図�2のような計量標準の
供給体制がある。標準供給の立場からは，標準の値が下の

図�1 測定システムの構成
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階層に送られて，現場の計測にその値が受け渡されていく

という意味で矢印は下向きで表現できるが，現場の計測の

トレーサビリティをとるという当事者の立場からは，より

正確な標準の値を求め，最後は国家標準に達するという意

味で矢印は上向きになる。

校正では，上位の標準に比べてどれだけのずれを生じて

いるかを調べるから，そのずれを補正することによって，

より正確な（かたよりのない）値を知ることができる。最終

的に，校正の連鎖によって，個々の測定システムが国家標

準に対して，どれだけずれ（誤差）を生じているか，その大

きさを明らかにすることができる。したがって，トレーサ

ビリティがとれている測定の値は一般性のある測定の結果

であると，主張することができ，正確な測定を行うための

前提である。

各国のトレーサビリティの頂点に立つのは，国家計量標

準である。日本では，SI 基本量をはじめ，組立単位の多

くのものについて（独）産業技術総合研究所計量標準総合セ

ンター（NMIJ／AIST）が，また，時間・周波数では，国際

時間標準（UTS）に同期した国家標準を，NMIJ および（独）

通信総合研究所が維持・供給している。これらの国家標準

機関が，国家計量標準を研究・維持・管理しており，その

校正サービスによって標準の値が受け渡される。

日本のトレーサビリティ制度として代表的なものは，

JCSS（Japan Calibration Service System）制度である。こ

の制度は，計量法標準供給制度とも呼ばれており，計量法

の規定の下に多くの量の標準供給が行われている。JCSS

制度は，図�3のように，産総研・指定校正機関あるいは
認定事業者による段階的な校正が行われ，最終的にユー

ザーの計測器が校正される。より正確な計量標準による校

正の実施を確保することと，校正機関の校正能力を確保す

るために，校正事業者を認定することとの組合せで運用さ

れている。

校正事業者の認定では，国際規格 ISO／IEC 17025“試験

所・校正機関の能力に関する一般要求事項”6）を援用し，そ

れに規定された管理的要求事項と技術的要求事項を満足し

た品質システムを認定している。認証機関として，（独）製

品評価技術基盤機構（NITE）が実際の認定を運用してい

る。現在，18 区分での標準供給が，約 100 の認定事業者

の手によって進められている。

また，一般的に試験所・校正機関を認定するシステムと

して，日本国内には，ISO／IEC 17025 に基づく認定を行っ

ている JAB〔（財）日本適合性認定協会〕，化学系の試験所

の認定を行っている JCLA（日本化学試験所認定機構），JIS

に基づいた試験を行う試験所の認定としては JNLA（工業

標準化法に基づく試験所認定制度）などがある。しかし，

ISO 9000 の品質システムは普及しており，よく知られて

いるが，ISO／IEC 17025 による品質システムの認定はまだ

あまり知られていない。

4．不確かさ 測定値の信頼性
トレーサビリティをとることによって，個々の測定値が

国家標準の値に対してどれだけずれているかを明確にする

ことができるが，そのなかでの上位の標準との比較は“不

確かさ”の表記を伴うことが要求されている。不確かさ

は，最近，計測の世界で重要視されているファクタの一つ

である。

測定値の誤差を考えるとき，正確さと精密さという二つ

の側面がある。かたよりとばらつきを評価したものに相当

する。正確さは，測定値がいかに真の値に近いかを表して

おり，前に述べたトレーサビリティをとり，ずれを修正す

ることにより，正確さを確保することができる。一方，同

じものを同じように測定しても，その結果である測定値が

ばらつくことはよく知られている。精密さは，測定値がい

かにお互いに近いかを表す。精密さは，測定方法や測定シ

ステムの構成によるところが大きく，個々の測定値での誤

図�2 校正の階層：計量標準の供給
図�3 計量法計量標準供給制度（JCSS）の仕組み
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差を修正することはできない。“精密な測定が必ずしも（正

確さと精密さを含めた総合的な意味での）‘精度のよい’測

定であるということはできない”というのが，長い測定の

経験の結果である。誤差をどのように評価し，表現する

か，長い間，議論されてきた。

計測で得られた測定値の信頼性を定量的に表す方法とし

ては，従来から“誤差”の概念が使われてきた。誤差は，

“測定値と真の値の差”として明確に定義され，概念的には

明快であったが，実際の測定において測定量の真の値が不

明であるため，それを定量的に表現することに困難さがあ

り，誤差の大きさを推定する方法や概念にも，技術分野，

国によって大きな違いがあった。例えば，“精度”という基

本的な用語においても，機械・物理計測では，かたよりと

ばらつきを合わせた総合的なよさを表していたが，化学計

測・分析分野では，ばらつきの小さい程度を表す，という

ように，歴史的な背景の違い，技術の発展状況の違いなど

によって考え方が違っていた。

そのような状況を克服すべく，1993 年に ISOから“計測

における不確かさの表現のガイド”（GUM）7）が出版され，

“不確かさ”という概念で測定値の信頼性を定量化しようと

いう方向が明確にされた。“不確かさ”は，測定の宿命であ

る真の値が不可知であり，誤差が評価できないということ

から離れて，真の値が不可知であっても評価可能な“不確

かさ”を測定値の評価指標として使おうというものであ

る。

不確かさとは，測定値の“dispersion”（ばらつき）を表す

パラメータである。測定値は，認識できる系統効果の補正

を行った後の“測定量の最良推定値”である，すなわち，ト

レーサビリティをとるなどの手段によって，誤差のかたよ

り成分はなくなっている，と仮定する。そのとき，測定量

の値と測定量の最良推定値の差は，測定のばらつきによる

部分と我々の知識の欠如により，真の値に到達できない部

分であるということができる。すなわち，測定値が確定せ

ず，ぼやけている大きさを定量的に見積もって，表現した

値が“不確かさ”である。

統計的な分布と同じように，ばらつきの大きさは標準偏

差で表現する。不確かさを標準偏差で表したものを標準不

確かさ（uと表記する）と呼び，成分を合成するときには分

散の加法性を用いる。いろいろな不確かさ成分を加算した

標準不確かさを合成標準不確かさという。さらに，2 σ，
3 σ と同じように，包含係数 k を乗じて求めた不確かさU

＝ku を拡張不確かさという。拡張不確かさは，測定値の大

部分が含まれる区間を与える値であり，±Uの区間は測定

値の信頼区間のようなものと受け取られている。

GUMでは，測定結果を報告するときに，測定値とその

不確かさを併記することを推奨しており，それをセットで

表記したとき，完全な測定結果の報告と呼んでいる。

ISO／IEC 17025 に準拠する，校正機関や国家標準機関が発

行する校正証明書では，必ず完全な校正の結果，すなわ

ち，校正値とその不確かさを表記することを義務づけてい

る。現在，まだまだ，不確かさに対する認識が薄く，不確

かさの表記された測定の結果を要求するユーザーは少ない

が，今後，不確かさに対する認識が高まっていけば，それ

が普通になると思われる。

測定値に不確かさが併記されていれば，測定値のぼやけ

具合いがわかり，その測定値を用いて判断をし，対策をと

る際に，その間違いの危険性も合わせて予測することがで

きる。

測定値の不確かさを評価する立場からは，測定値が何を

表そうとしているかによって，不確かさの大きさは変わ

る。本来，測定値の不確かさは，測定システムの不完全さ

からくるばらつきの大きさを評価し，定量化する。例え

ば，ある地域の大気汚染の状況を知りたいために，その地

域から大気をサンプリングして測定（分析）したとする。こ

のとき，試験成績書に分析の結果が書き込まれるが，その

成績書が，試験所に持ち込まれた試料の成分の値を報告す

るものであるか，その地域の大気の成分の値を報告するも

のであるかによって，測定値につけられる不確かさの値は

異なる。後者の場合，前者の分析（前処理も含めて）自身の

不確かさに，その地域内での成分値のばらつきが加わる。

すなわち，その地域内でのサンプリングによって推定した

地域内の成分値のばらつきを考慮して，不確かさを評価し

なければならないことになる。不確かさを表記するため

に，不確かさを評価することは，測定者に測定の内容や目

的を再認識させることになる。

5．国際相互認証 計測における国際的な動
き
社会がグローバル化し，生産活動をはじめいろいろな活

動が国境を越え，国際化するなかで，計測の世界でも，よ

り一般的で共通的に適用できる結果の確保が要求されるよ

うになってきた。例えば，トレーサビリティ制度が各国で

国家標準を頂点に構築されたとしても，国家標準が同等で

なければ，それぞれの国の中での測定の結果が一般性を持

つといえない。このような国境を越えた一般性，共通性を

確保するために必要なインフラの整備としての国際的な活

動が進められている。

その一つが，BIPM―MRA（国際度量衡局―相互承認取決

め）である。国際度量衡委員会が中心になって，各国の国

家標準の同等性を確認し，計測の一般性・共通性を明確に

するための国際相互承認のための条件整備である。

国家標準の同等性が確認されれば，後は，トレーサビリ

８２１

はかる―計・測・量―の基礎／小池昌義

空気調和・衛生工学 第７７巻 第９号 ５７



ティ制度のなかでの校正機関による校正の質が問題にな

る。二つめのインフラ整備は，校正機関の認定制度の国際

相互承認であり，ILAC（国際試験所認定協力）を中心に進

められている。ILAC―MRA（国際試験所認定協力―相互承

認取決め）では，各国の認定制度を相互に認め合うことに

よって，それらの制度で認定された試験機関が発行した証

明書（校正・試験証明書）を認めることになる。図�4のよ
うに，BIPM―MRAと ILAC―MRAが車の両輪になって，

各国のトレーサビリティ制度の一般性を認めることができ

るようになる。例えば，海外通商・貿易において輸出国，

輸入国双方で測定をすることなく，1回の測定で済むとい

う，ワンストップテスティングが実現する。

BIPM―MRAは，1999 年，各国の国家標準機関長会議

で署名されたもので，現在その内容を確認するための活動

が進められている。MRAには，三つのデータベース

（DB）があり，利用可能である。Appendix Aは，国家標

準機関のDBで，どのような機関が標準機関として活動し

ているかを示す。Appendix B は，国際比較のDBで，国

家標準の同等性確認のために行われた国際比較の結果をま

とめている。さらに，Appendix C は，国家標準機関が提

供している校正サービスのDBであり，各国家標準機関が

どのような量の校正サービスを，どのような不確かさで

行っているか，をまとめている。特に，Appendix C は，

国家標準機関とユーザーの接点である校正サービスを示し

たもので，実際のトレーサビリティ制度にとって重要なも

のであると認識されている。

現在，Appendix C の DBの作成のために，2003 年 12

月を暫定期限として，各国の国家標準機関はデータの提供

を行っている。Appendix C の DBに校正サービスを登録

するためには，�国際比較を行っている，�ISO／IEC 17025
に基づく，あるいは，同等の品質システムを持っている，

�テクニカルピアレビューにおいて技術水準が確保されて
いることを確認できる，という条件が必要である。NMIJ

では，その校正サービスのAppendix C 登録のために，品

質システムを確立するとともに，海外のNMI の研究者に

よるテクニカルピアレビューを実施している。2003 年 4

月現在，NMIJ は，34 種類の物理量，65 以上の校正品目

の校正サービスについて品質システムを確立し，それに基

づいてAppendix C に校正・測定能力を登録している。

お わ り に
測定，計測にかかわる問題を駆け足でみてきた。基本的

なことから現在の問題まで，駆け足になりすぎたようでも

ある。また，多くの事項をカバーしようとしたため，広

く，薄くなって，あるところでは“不確かさ”が大きいとこ

ろもある。これが，いろいろな測定・計測を見直すきっか

けになれば幸いである。個々の項目については，参考文献

で確認していただきたい。また，各機関のホームページ

は，最新の情報を提供している。

“正しい測定なしには世界の正しい認識はできない。”
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